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住民基本台帳法第11条に基づく園覧胡度の根本釣な見直しについて團

　住民墓本台帳法は、昭和42年に施行後、昭和60年に開覧に闘する規定が改

正されております爪それからすでに20年が経過いたしました。

　近年、住民の魍人情報保護に関する、意謹の高まりとともに、住民基本台帳の閲

覧制度に対して批判飽な意見が多くなっております。

　全国連合戸籍事務協議会は、閲覧の対象とされている氏名、生年月臼、性別、

住所の四傭報が法的に保護されるべき燈人情報であるとの基本的な認識にたっ

て、かねてから法改正を要望してきたところです。

　住民基本台帳ネットワークの本人確認情報は、住民基本台帳法によって厳しく

利用が劃限されております．一方で、閲覧劃度は、同法第11条に基づいてr何

人でも閲覧請求をすることができる」とされております。偲人情報の級いにつ

いて同じ法律の中で、その取扱いに大きな格差があります。

　また、本年4月1臼から全面施行される悶人情報の保護に関する法律で規定す

る飼人情報に闘する取扱いとも大きくかけ離れております。

　つきましては、住民基本台帳にr何人でも閲寛講求をすることができる』と規

定されている箆覧制度を根本的に見直すよう重捻て要望いたします．

　飼人清報の保護に闘する法律の全面施行に伴う留意事項について、総筋省通

知をいただきました。今回の通知は、運需の見直しによって個人情報が守れる

という趣旨と思われます。しかし、全連としては、閲覧劔度は、原則公開とし

ていることに悶題があり、運用では癬決しないと考えています。

　通知の運用にあたっての判断基準や事務処理方法等については、各自治体の

判漸にまかせるのではなく・国として全国的に共通した取扱いをお示しいただ

きた＜、お顔いいたします。



1閲覧制度に関する全国漣台戸籍事務協議会の考え方

　1　住基法が溜定されてからの状況の変化

　　住民基本台帳法（以下r住基法』という。）が翻定された昭棚42年当時住

民墓本台嬢（以下r住基台帳」という。）が公開原則とされたの畝主として次

　のように考えられたことによる。

①住民の日常生活上、住所、笹帯等の居住闘係について公の証明を必贋とす

　　ることが少なくないことから、住民の居住闘係を地方公共國体が公に証明ず

　　るとともに、地方公共國体の住民に闘する行政の基建とするという住基台帳

　　制度の趣旨から、住墓台帳を何人にも公闘することとし、住民の利便の鱈進

　　及び地万公共団体の行敢のために活用されることを予定していること・

②本法の前身である住民登録法（昭和26年劃定）においてな住民票は公

　　開とされてきており、また、飼人の身分関係を公証する戸籍も原則として公

　　開とされてきていること。

③　住民票の記載事項には、基本的には掴人の秘密に属するような事項は含ま

　　れていないと考えられること。

　（「61年・改正住民基本台帳法の要点」自治省行政局振興課編著）

その後、住基台帳の公開割度について次のような問題点が指摘されてきた。

①住民票の記載事項の中には、本籍、世帯主との続柄の記載等、場合によっ

　　てはみだりに公開されることが不適当であると考えられる事項があること。

②住基台帳の闘覧により知り得た事項を利用して市町村の住民名簿を作成

　　し販売するよう遺憾な事件の発生が見受けられたこと．

　そこで、法改正が昭和60年に行われた。しかし、それから麗に20年近く

経過し、掴人情報に闘する考え方や情報処理技衛の進展など社会霞境は大きく

変化している。

　住基法卸定時（紹和42年）に住基台帳が公開とされた理曲として現在も遍

用するのは、r住民登録法においても・住民票は公開とされていた」という事項

だけである。

　なお、居住闘漂の公証という翻では、住民票の写しの交慰で対癒可能と考

える。



1肇…潜鵬（麟4第）1に
1腿情鞭を公闘とした理由

饗　住民の住所、世帯等の居住闘孫を

姥方公共団体が公に証明するとと

もに、雌方公共団体の住民に関する

行政の基礎とするという住基台嘘

謝度の趣旨から、何人へも公開する

こととする。
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（1）住民登録法においても、住民票

　　は公開とされていた。

（2）画入の身分闘係を公証する戸

　　籍も公開されている。

3　住民票の記載事項には、基本的に

は掴人の秘密1こ闘する事項は含ま

れていない。

興42年鵬騨鷺鱗
その対癒策

①闘覧によって知り鴛た事頃を利囎

　、して住民名簿作威販売する事倭が

　発生し、闘覧む嚥当な窩騰に

　は拒むことができることとなった

　　（昭和60年法改正　

②DV等の場倉に本人からの庫し趨に

　よって闘覧名簿から麹除できるこ

　ととなった（平威16茸事務処理要

　領の改正　

③偲人情報保護法で定める事項を遊

　守していない個人情報取籔事業者

　からの閲舞請求は、r不当目曲』と

　みなして拒否する対象に含めるこ

　とができる（平威17年質疑癒答）

④講求者が法人等の腸合にあっては、

　法人登記、プライバシーポリシーや

　講求事由に係る調萱や案内の威果

　物などの提示を求める（平威171年

　質疑癒答這加）

①戸籍の閲覧制度は昭認51年の戸

　籍法改正で廃止された

①住罵票の記載事碩は、本籍」轡帯主

　との続禰等、揚合によってはみだり1

　に公開されることが不適当である

　と考えられる事項を含んでいるこ

　とから、往茎台帳⑳一部の写し（4
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　構報のみ記載）で代えることが電き

　ることとなった（罰60年法改

　面
②江沢昆講演事件において、個人を識

　別できる情報は、個人情報として法・

　的保護の対象となりうるとの判断

　が示された（平成嘆5年9月最高裁

　戦決）

③個人鯖報保護法が施行され、個人情

　報取鍛事業者は厳しい個人1情報の

　管理が求められることとなる（平威

　17年4月）

2　掴人情報保護に闘する世翻査鯖果

　飼入情報保護に関する国民の意識を把握するために平成15年9月25臼～

10月5日の目程で内閣府が実施した世論調査【母集団二全国20歳以上の蒼標

本数二3，000有効回収数（率）2，126人（70．9％）】の概要から住民基本台帳の

大量闘覧に関連すると思われる項目を抜粋した。

　　　※　（　）内は（前回1平成元年6月調査数値→今回二平威15・

　　　　　年9月調査数値）である．

　●他人に知られたくない姻人情報

　　「家族・親族等家庭生活の状況」（24．1％　→55．8％）

　　「現蝕斤●電羅号」　（10．9％　　→　　42，9％）

　※　知られたくない情報の1位は「年闘収入・財産状況・納税畿などの記

　録」（48．1％→74．3％）。であった。

●プライバシーの侵害は行政撮璽か民擬事業者か週人甥励

　　（これまでに自分の躍入億薪の不遍正殿1癒よコてプライノfシー儘れ疋｝灘

　力f冗あるノと吾えだ％9メ、の画確9

　　r躍」　（65％）

　　r民間事業者」（刀署9も）

　　「鰍昌懸』　（92％）
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＠行政濃関闘鎌で建かめてみたい情義の内容

　ぐ惹聡園腔岳翻の孕業蓄1などが深春しτ昏，る自分起舞する旙篇講翻にコ翻て確かめて

み老齢と冒フ疋ことな再あるジと舘…595入の灘）

　「住民記録闘係（現住翫、氏名、生年月目、本籍、筆頭畜な：ど迦

　　　　　　　　　　　　　　（27．4％→43盈％）
※　確かめたい情報の壌泣は「税金闘原（課税標準畿狭養親族数、土

地・家屋の評価額など）」（582％）。r行政楼関では特にない劃は（10．6％）

であった。

●地方公共団体が取り紐むべき週人熔報保護封策

　（自分の住んで加る雌惣麟力嬢り紹むべき溜鼠億一どめようなことに

　カをスれてω以ばよのかと摺うかとωう愚り回蕎，

　、f地方公共団体が自ら取り扱う掴人憶報を保護するための条圃や規則を整

備する」（52．1％）が最も高い

3　住基ネットシステムの偲人情報の接いとの矛盾

住民基本台帳ネットワークシステムの構築にあたっては、國膿的な基準である

OECD8原則を踏まえ、住躍本台帳法を改正して法令上・技術上の圃人臆報保

護策をとっている。

住民基本台帳ネットワークシステムに記録・保存され・国の行政機関等に提供

されている情報は、①氏名③生年月臼⑧性別④住所⑤住民票コード⑥髄蜷報

に限られている。データ提供にあたっては、掴別の目的ごとに法律的な根拠を

必要とするとともに・目的外利用を禁止、ネットワークからの情報漏溌防止・

外部からの侵入防止、内部の不正利組の防止、などについて住基法で規定する

など必要な安全策を講じている。

一方で、関覧鋼壌は、住基ネットで扱う情報とほぼ同じであるにもかかわらず、

住基法第11条に基づいて原劉公開とされている。週人婿報の扱齢について同

じ法律の中でも大きな格差がある扱いとなっている。

4　掴人情報保護法との格差

掴人情報保護法は、住民基本台繧ネットワーク（以下r住墓ネット』という。）

嗣度を導入する際に、住基ネットの情報が爵間に漏れたときを想定して、民聞

で観人構報を守る法律が必要となったことから嗣定され、個人1議扱事業者

　　　　　　　　　　4



は、濁人傭報を保護するためにさまざまな対癒力儀務づけられている。、

　一方、国などの行藏磯闘に対しては、「行政機闘の保有する儘人縢に

関する法律」（以下r行政機関飼人情鞭購淘という。）などの法律によって

掴人情報の扱いが定められている。しかし、「法台に基づく場合を除く』とされ

ていることから、住基法の嗣覧翻度は・この法律が適用されずに、購業者

や行政機関に対して、大変藪し恥綴人情報保護策を求めているにもかかわらず、

20年前のままの形で残る結果となっている。

飼入情報の取扱いとして悶題のある事項としては次のことがあげられる⑰

（1）目的外利用の票止

　　行政機関飼人情報保護法第8条では「行政機関の授は、法令に基づく場倉

　を除き、利用目的以外の目的のために保有掴入情報を自ら秘翻し・又は提供

　してはならない。」と規定している，

　　住基法の目的は、住所、世帯等の居住闘係について地方公共団体が公に証

明するとともに、地方公共団体の住民に闘する行政の基礎とすることである。

そのため、住基情報は、過料をと1もなう強調力を持って叡集されている。

　　住基法の目的にある居住関係の公証は、住民票の写しの交付制度で十分対

応できると考えられる。

　　住基情報が、法的な保護の対象とするべき囲人情報であることは、議論の

余地のないところであり、経済目的なども含めて何人でも關覧することがで

きるとする閲覧割度は、保有偲人情報の利罵方法として不適切であるはかり

でなく、住基台帳制度の目的外利用にあたると考えられる。

（2）本人同慧を得ずに第三者に情報提供

　行政機関保再週人情報保護法第8条第2項でぱ本人濁慧を得た場合には、

保育週人情報を自ら利用し、又は提洪できることとなっている。しかし、住

基台緩の閲覧搦度は・本人の嬉意を得ることなく、住塁法の定めによって何

人でも住基台帳の園覧の請求をすることができることとなっている。

（3〉利月ヨ停1協剥蓬

　行政機闘保膏掴入情報深護法第36条第1項では、自己に闘する保膏薗人

情報が目的外利用や第三者への情報提供されている場合は、提供停止の請求

をできることとなっている。

　しかし、現在、住基台帳の閲覧名簿からの潮除できるには・警察などの磯

関に被書届を出しているドメスティックバイオレンス（DV）やストーカー等
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の被署看から串請があった揚合に限られている。

5　運用上の悶題

（1）原則公開

　　住墓台帳は、r何人でも嗣覧を誌求することができる」（住墓法第飼条第

　1項⊃と規建されている。また、請求を拒むことができるのは、r当該請求を

拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該誌求を拒むことができ

る，」（住聾第11条第3項）となっている。番査は、提出書類等によって

行い、拒む揚合にば自治俸が拒むに足り魏当な理由であることを主張し

なければならない。

（2）袖象的なr不当目的」な：どの基準

　現在示されているr不当目的」の解釈は、抽象的で実際の不正目曲を抑制

する効果は少ない。また、現蕉0頭や書類等によって審査しているが、r不

当目的」でないことを装って必要書類等を整えたうえで諸求された陽合に、

窓ロで不当昌的であることを発見して、閲覧を拒むのは隈界がある・

（3）嗣覧によって提供した情報の管理や利用状況などの確認ができない

　閲覧者か瀾覧によって取得した情報の利用や管理方法、闘覧目飽達成後に

取得情報をどのように処分したかなどのチエックができない。

（4）閲覧蜷報以外の情報力雅定できる

　閲覧用名簿には住所、氏名、生年月日、性別の4情報しか記載されていな

いが、住断順に名簿を作成している自治体が多く、世帯構成などの情報が推

定できる司能性が高い。

　また、働えば、市町村自治麗が編集するr窓ロー集』（ぎょ

うせい）で敏r結婚適齢者を対象とするブライダル産業の察内C結癖斡旋所

への麹誘）等、目的によってはダイレクトメールを受けた翫不蜘感を与え

るもの」に錨する園覧について、「ダイレクトメールを郵送するためとの諸求

にあって鳳送付を受けた者に不快慈を与えるかどうかを、その綾途から糊

断することは困難であり、拒否できない」との舗が示されて駈恩

　原則公開の発想から書えると、人によって価値観の違うr不懐コという判

断基準に基づく翻断は、困難であり拒否理由に当たらな齢という懸である。

しかし、本采、嗣覧台帳には、・世帯主との続樋や轡轍恋どの億報は記載

されておらず、結婚しているかどうかは、閲覧名簿では確認できな眺闘覧



名簿から推定できる情報を取得する自的自体が不当目曲に該当し好ましくな

いと考えられる。

（5）閲覧時の名簿曹理体翻

　嗣覧蒔のチェック齢盤が不備で、名簿紛失などの事件が発生している毒

6　稗自の対癒が求められる自治体

　住基事務は自治事務である。全連が昨年11月に実施した闘覧に関ずるアン

ケートでは、閲覧に闘してそれぞれ工夫をして、闘覧について独自の制鰻を設

けている自治体があることが明らかになった。

　先日、閲覧によって取得した情報を悪徳商法や狙罪に科用した事件の報道が

された訊法律や通知などに則った方法で團覧審盃をした上で認めたとしても・

事件等に発展した蝪合には、当該自治体の責任が強く闘われることとなる。自

治体は、住民の生命と麺産を守る責務がある。このまま法改正がされないので

あれば、閲覧勧度によって大切な掴人情報が流出する危険があることから・闘

覧制度について独自の制銀策を採周する自治体が瑠えることが想定できる。

7　見直しにあたっての検討課題

（1）現在閲覧により取得した情報を活用している団体等について

　　閲覧嗣度は、行政機闘や弁護士等の職務上の請求のほか、世論調責、学術

調査、市揚調査、住所確認等に広く使われており、これらの団体の扱いをど

のようにするか。

（2）経済目的の圃覧

　閲覧者には、住基情報をダイレクトメールや市獲翻査などの経済目的に利

電するために闘覧している事業者がいるが、これらの事業者への対価をどう

するか。

8　当面の対癒の検討について

　溺人情報の保護に闘する法律が全面的に施行されることに響って、総務省市

町村課長名でf掴人情報の保護に関する法律の全面施行に繹う住麟帳事

務の取扱いに係る留憲事項について』（総行市第192号平威17年2月24

臼）及び肛瀾人情報の廉護に闘する法律の全面施行に鐸う住民基本台帳事務の

取扱いに係る留憲事項について」別添の質疑癒答の追鯛について盟G総歪節第2
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　24書平成17年3月型19）の遼知力號された。

　　しかし、これらの通知には、圃入構報の保護に闘する法鍵に墓づく義務を遷

守しない掴人情報取鍛事業惹を判定する方法や偲人情報保護法を適囎されな麟

事業畜への対癒など検討を要する事項が多くある。

　また・今回の質疑癒答の闘2ではr掴人情報保護法に基づく義務を遵守して

いない琶人情報酸級事業者からの講求について」は・r不当な目曲に利翻するお

それがあることその地の当該請求を拒むに足りる相当な理曲があるとき」にあ

たるものとして請求を拒否して差し支えないとの判断が示されている。。

　従来、日頭や書類による形式的な審歪であった訊今回の通知では、闘覧講

求者力魍人情報騰去に基づく義務を遵守しているかどうかなどの実動な面

まで蕃査することが求められている。

　審査に当たっては、闘覧請求の審査をする項目、方法、提出書類や基準など

カ㎎確にならなければならない。もし、各自治体の独自の基準に基づ麟て闘覧

を認めて、万が一、閲覧によって取得した情報が犯罪に硬われるようなことが

あった場合には、当該自治体の判断と責任が悶われることとなる・

　全連としては、嗣覧制度については、運用の問題ではなく、法的に保護され

なければならない飼人情報を原剣公開としていること自体に悶題があると考え

ている。今回の通知は・運翔の見直しによって飼人情報力将れるという趣旨か

と思われるが、判断基準や事務処理方法等については、各自治体にまかせるの

ではなく、国として全国的に共通した取扱いを示すことが好ましん、と考える。

　なお、住基法第11条第3項の、「不当に利用されるおそれがあるときなど請

求を拒望3に足りる相当な理由があると認めるときは閲覧請求を拒むことができ

る」と規定されている。

　今回の通知に闘する国としての判断基準や事務処理方法等か尿されるまさの

問、自治体としては、住基法第11条第3項の規定を根拠にして、闘覧を拒否

するという判翫を検討せざるを篠ない吠況である。
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